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 保護者各位 

 

 

上 里 町 長 山下博一 

上里町教育委員会教育長 埴岡正人 

上里町立神保原小学校長 石川優子 

 

 

雑がみの回収について（お願い） 

 

 初冬の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

また、日頃より神保原小学校の教育活動にご支援・ご協力を賜り心より感謝申し上げます。 

さて、上里町では、ごみの減量化・資源か・地球温暖化対策の推進のため、雑がみのリサイ

クルをすすめています。紙の原料は元をたどれば全て木材（パルプ用材）です。不要になった

紙を安易にごみにすることは、貴重な森林資源を浪費することになります。 

家庭から出される可燃ごみの中には、リサイクルすれば資源になる紙類が１６％含まれてい

ます。これは年間７，０５０ｔ（５，０００万円相当）の資源が焼却処理されていることにな

り、その約６８％が「雑がみ」です。 

以上のことから、この度、町で作製した「雑がみ回収袋」を小学２年生以上の児童・生徒に

配布しました。ご家庭で分別した雑がみを「雑がみ回収袋」に入れて、お子さんに学校へ持た

せてくださるようお願いいたします。回収させていただいた雑がみは学校で保管し、ＰＴＡの

資源回収でリサイクルする予定です。 

つきましては、下記のとおり実施いたしますので、ご理解ご協力くださるようお願いいたし

ます。 

 

記 

 

１ 目  的 雑がみを分類し、ごみの減量化・資源化・地球温暖化対策の推進を目的とし、

児童への意識を高める。 

２ 回 収 日 第１回目 令和２年１月１０日（金） 

       第２回目 令和２年３月１３日（金） 

３ 回収方法 ⑴ 配布させていただいた「雑がみ回収袋」に各ご家庭で集めた雑がみを入れ、

登校時お子さんに持たせてください。 

⑵ 登校後、決められた場所で雑がみのみ回収いたします。 

⑶ 「雑がみ回収袋」はお子さんに返却します。※繰り返しご利用ください。 

４ 回 収 物 「雑がみ回収袋」に表示してありますのでご覧ください。 

５ 注 意 点 ⑴ 個人情報保護のため、個人を特定されるような物は出さないでください。 

       ⑵ 「雑がみ回収袋」には、「※この袋で排出した後は、ご自宅にある紙袋をご

利用ください」との記載がありますが、繰り返して利用できるよう、学校で

「名前」を記入しました。 

       ⑶ 学校では登下校時の交通安全について日頃から指導しておりますが、「雑が

み回収袋」を持って登校する際、交通安全に十分気を付けるよう、ご家庭で

もご指導くださるようお願いいたします。 

 
【問合せ先】 

上 里 町 く ら し 安 全 課 生 活 環 境 係 ☎３５－１２２６ 

上里町教育委員会学校教育指導室 ☎３５－１２４７ 

上 里 町 立 神 保 原 小 学 校 ☎３３－３０７４ 


